
 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

１ 森林整備地域活

動支援交付金事業 

１ 森林の適切な整備を通じた森林の

有する多面的機能の発揮を図る観点

から、次に示す地域活動を支援する

ため、対象行為を行う森林所有者等

に対し、市町村が当該経費に対して

補助する場合における当該補助に要

する経費 

 

(1)森林経営計画作成促進 

森林経営計画の作成及び集約化間

伐を実施するために必要な活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定

の日から

3 月 31 日

まで 

 

(1) 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

森林所有者等 

 

 

 

(1) 森林経営計画作成促進 

＜定額補助＞ 

①経営委託型 

補助額：28,500 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：38,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：19,000 円/ha） 

②共同施業型 

補助額：6,000 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：8,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：4,000 円/ha） 

③間伐促進型 

補助額：22,500 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：30,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：15,000 円/ha） 

④不在村森林所有者加算（上記①、②、

③と併せて実施した場合） 

補助額：10,500 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：14,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：7,000 円/ha） 

 

(1) 

補助金額の変更 

無 

 

否 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 31日の

いずれか早い

日 



課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

１ 森林整備地域活

動支援交付金事業 

(2)森林境界の明確化 

 森林施業等の実施の前提となる森

林所有者・境界の明確化に必要な以

下の活動に要する経費 

 

① 森林境界の測量 

② ①の測量に伴う高性能機器の 

 活用及び基準点等との結合 

③ ①の測量に伴うリモートセンシ

ングデータの活用 

④ ①の測量に伴う不在森林所有者

の立会 

 ⑤ 森林境界案の作成 

 

 

 

 

 

(3)森林所有者の探索 

  森林施業等の合意形成に必要な森

林所有者の確認に対する経費 

 

 

 

(4)森林経営計画・森林境界の明確

化に向けた条件整備 

  森林経営計画及び森林境界の明確

化を進める上で重要となる既存路網

の簡易な改良 

 

 

交付決定

の日から3

月 31 日ま

で 

(2)(3)(4) 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

森林所有者等 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(2)森林境界の明確化 

＜定額補助＞ 

① 補助額：33,750 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：45,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：22,500 円/ha） 

② 補助額：7,500 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：10,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：5,000 円/ha） 

③ 補助額：12,750 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：17,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：8,500 円/ha） 

④ 補助額：9,750 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：13,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：6,500 円/ha） 

⑤ 補助額：30,000 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：40,000 円/ha） 

 （ｲ.国費補助上限額：20,000 円/ha） 

 

(3)森林所有者の探索 

＜定額補助＞ 

 補助額：3,750 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：5,000 円/ha） 

 （ｲ.国費補助上限額：2,500 円/ha） 

 

(4)森林経営計画・森林境界の明確化に

向けた条件整備 

＜定額補助＞ 

補助額：30,000 円/ha 

（ｱ.交付事業費上限額：40,000 円/ha） 

（ｲ.国費補助上限額：20,000 円/ha） 

 

上記(1)、(2)、(3)、(4)ともに、事業

実施後の実行経費額がｱを下回った場合

は、「ｲ」と「実行経費からｲを控除した額

の 2分の 1を合せた額を補助額とする。

なお、(1)、(2)、(3)、(4)において、実

行経費額がｲを下回った場合は、10 分の

10 とする 

(2)(3)(4) 

補助金額の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

否 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 31日の

いずれか早い

日 



 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

１ 森林整備地域活

動支援交付金事業 

２ 上記１の事業を円滑に実施するた

め、市町村が行う次に揚げる事務に

要する経費 

 

推進事務 

①推進等に関する事務 

②確認に関する事務 

③交付に関する事務 

交付決定

の日から3

月 31 日ま

で 

市町村 

 

推進事務費 

10 分の 10 以内 

①、②、③の推進事務

に係る経費の相互間に

おける 3割を超える増

減 

無 

 

否 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 31日の

いずれか早い

日 



 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

２ 防災・減災・条

件不利地森林整備

事業 

針広混交林化を促進するため条件不

利地での強度の間伐及び流木被害の抑

制のための間伐木の移動集積に要する

経費 

4月 1日

から事業

完了の日

又は 3月

31 日まで 

・森林組合 

・林業事業体 

・特定非営利活動

法人 

・森林組合員 

・林研グループ会

員 

立木密度等に応じた定額補助 

・間伐：上限 595 千円/ha 

・侵入竹・再生竹除伐：上限 696 千円/ha 

・森林作業道（幅員 2.5ｍ以下）：1,300

円/m 

・森林作業道（幅員 3.0ｍ）：2,000 円/m 

・事業費の 30％を超

える増減 

 

有 

（第 9条第

2項第 2号

該当） 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１ヶ月を

経過した日又

は３月31日の

いずれか早い

日 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

３ 次世代につなぐ

森林づくり事業 

１ 再造林促進 

(1)再造林のための苗木代 

(2)一貫作業システムによる伐採

者と植栽者との調整経費 

 

２ 広葉樹造林推進 

再造林のための広葉樹植栽経費 

 

３ シカ食害防止施設の設置 

シカ食害防止施設の設置に要する

経費 

 

 

 

 

 

 

４ 再造林保育支援 

造林地の下刈に要する経費 

 

 

 

５ 荒廃農地森林造成 

 荒廃農地の植栽等に要する経費 

 

4 月 1日

から事業

完了の日

又は 3月

31 日まで 

・森林組合 

・生産森林組合 

・森林組合連合会 

・施業実施協定締

結者 

・森林経営計画の

認定を受けた者 

・市町村との協定

締結者 

・森林所有者（市

町村、国立研究

開発法人森林研

究・整備機構森

林整備センター

を除く。） 

・「森林の間伐等

の実施の促進に

関する特別措置

法（平成 20年法

律第 32 号）」に

規定する特定間

伐等促進計画に

登載された事業

実施主体 

 

１ 再造林促進 

(1) 苗木代の 100 分の 32 以内 

(2) 定額（上限 35千円／ha） 

 

 

２ 広葉樹造林推進 

植栽経費の 100 分の 32 以内 

 

３ シカ食害防止施設の設置 

定額補助 

・シカ侵入防止柵（通常タイプ）： 

364 円/ｍ以内 

・シカ侵入防止柵（スカートタイプ）： 

427 円/ｍ以内 

・ツリーシェルター： 

上限 1,100,000 円/ha 以内 

 

４ 再造林保育支援 

定額補助 

下刈(１回刈り)：56,000 円/ha 以内 

 

５ 荒廃農地森林造成 

事業費の 100 分の 68 以内 

 

補助金額の増減 

 

有 

（第 9条第

2項第 2号

該当） 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１ヶ月を

経過した日又

は３月31日の

いずれか早い

日 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

３ 次世代につなぐ

森林づくり事業 

採穂園造成 

エリートツリー等の品種系統の明確

な母樹による採穂園の造成に要する経

費 

交付決定

日又は交

付決定前

着手承認

の日から

事業完了

の日又は

3月 31 日

まで 

・林業種苗法に基

づく生産事業者 

・熊本県樹苗協同

組合 

 

・造成地地拵え：定額 29.7 円/㎡ 

・耕起：定額 14.4 円/㎡ 

・植栽：定額 88.2 円/本 

・施肥：定額 45.9 円/本 

・シカ防護柵：定額 945.0 円/ｍ 

・標識：定額 1,476 円/本 

・苗木(流通苗(特定母樹含む))： 

定額 90.0 円/本 

・穂木(林木育種場配布苗)： 

定額 42.3 円/本 

・苗木(林木育種場配布苗)： 

定額 485.1 円/本 

・共通仮設費：事業費の 7.5％以内 

事業費の 30％を超え

る増減 

 

 

無 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１ヶ月を

経過した日又

は３月31日の

いずれか早い

日 



 

 

課名 
事 業 名 補助対象経費 

補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計画変更 

申請要件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

 

３ 次世代につなぐ

森林づくり事業 

１ 花粉の少ない森づくり促進事業 

スギ人工林を皆伐し、花粉の少な

いスギ苗木等や広葉樹に植え替える

ために作業ヤードや索道設置に要す

る経費 

  

4月1日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

 

森林経営計画又は

特定間伐等促進計

画等に基づき、再

造林及び間伐を実

施する次の事業者 

・ 森林組合等（森

林組合、生産森

林組合及び森林

組合連合会） 

・ 特定非営利活

動法人  

・ 民間事業者 

 

定額補助 

・作業ヤードや索道設置を設置した場合 

1施行地あたり 200 千円 

・ただし、1施行地が 5ha を超える場合は、

5ha あたり 200 千円とする。 

 

補助金額の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 

(第 9 条第 2

項第 1 号該

当） 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 31日の

いずれか早い

日 

 

 

２ 花粉の少ないスギ苗木生産促進

事業 

花粉の少ないスギ苗木の生産（分

別管理）に要する経費 

 

林業種苗法に基づ

く生産事業者 

 

 

定額補助 

・通常生産   3 円/本 

・林福連携生産 5円/本 

・採穂作業   3 円/本 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計画変更申請

要件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

４ 間伐等森林整備

促進対策事業 

１ 間伐材生産に要する経費 

（１）間伐材の生産（不用木の

除去（侵入竹を含む。）、不

良木の淘汰（育成しよう

とする樹木の一部を伐採

することにより本数密度

の調整、残存木の生長促

進 等 を 図 る こ と を い

う。）、支障木やあばれ木

等の伐倒、搬出集積、その

他付帯施設整備（林内作

業場、土場等））の実施 

（２）関連条件整備活動に要

する経費 

①対象森林の調査及び森

林所有者の同意取付け 

②間伐材の生産と一体的

に実施する森林作業道

の整備 

③間伐材の生産と一体的

に実施する鳥獣害防止

施設 

 

交付決定

日又は交

付決定前

着手承認

の日から

事業完了

の日又は

3 月 31 日

まで 

・市町村 

・森林整備法人等 

・効率的かつ安定的な林業経営や林業経営

の継続性の確保を目指す林業経営体と

して、林野庁長官が定める考え方に則っ

て知事が選定した林業経営体（以下「熊

本県版育成経営体」という。） 

定額 

 

１ 事業種目

の新設又は

廃止 

 

２ 事業種目

ごとに事業

量の 30%を

超える増減 

 

無 要 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

の日から１か

月を経過した

日又は 3 月 31

日のいずれか

早い日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計画変更申請

要件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

４ 間伐等森林整備

促進対策事業 

２ 路網整備に要する経費 

（１）林業専用道（規格相当）

整備 

①林業専用道（規格相当）

整備 

②関連条件整備（対象森

林の調査及び森林所有

者の同意取付け等） 

（２）森林作業道整備 

①森林作業道整備 

②関連条件整備（対象森 

林の調査及び森林所有 

者の同意取付け等） 

交付決定

日又は交

付決定前

着手承認

の日から

事業完了

の日又は

3 月 31 日

まで 

・市町村 

・森林整備法人等 

・熊本県版育成経営体 

（１） 

①定額 

また、合計事業費の 10％パ

ーセントを上限として補強

を行うことができる 

②①の事業費には、関連条件

整備活動費を計上できる 

（２） 

①定額 

②①の事業費には、関連条件

整備活動費を計上できる 

１ 事業種目

の新設又は

廃止 

 

２ 事業種目

ごとに事業

量の 30%を

超える増減 

 

無 要 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

の日から１か

月を経過した

日又は 3 月 31

日のいずれか

早い日 



 

 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合

はそれぞれ表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

４ 間伐等森林整備

促進対策事業 

３ 低コスト再造林対策 

（１）低コスト造林の支援 

  ① 主伐時の集材（全木又は全幹

集材による末木枝条の搬出・集

積に限る。）と再造林の一貫作業

に要する経費 

  ② 効率化・低コスト化に資する

技術を導入した人工造林の実施

に要する経費 

  ③ ２齢級以下の林分で行う下刈

りに係る標準的な事業費 

（２）（１）の実施に必要な機械器具の 

整備に要する経費 

（３）（１）の実施に必要な関連条件整 

備活動に要する経費 

① 対象森林の調査及び森林所有

者の同意取付け 

② 長期受委託契約や基金造成等

に要する経費 

③ 森林作業道の整備 

④ 鳥獣害防止施設等の整備 

 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

 

 

・市町村 

・森林整備法人等 

・効率的かつ安定的な

林業経営や林業経営

の継続性の確保を目

指す林業経営体とし

て、林野庁長官が定め

る考え方に則って知

事が選定した林業経

営体 

定額 ・事業費の 30%を超える

増減 

無 要 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

の日から１か

月を経過した

日又は 3 月 31

日のいずれか

早い日 

４ コンテナ苗生産基盤施設等整備 

（１）コンテナ苗の生産に係る生産施

設装置、生産機械器具と生産資材

等に要する経費 

（２）コンテナ苗幼苗の生産に係る施 

設装置、機械器具、生産資材等と

普通苗かん水施設等に要する経費 

・林業種苗法に基づく

生産事業者 

・熊本県樹苗協同組合 

花粉症対策苗の生産 

１０分の６以内 

 

上記以外 

２分の１以内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名 
事 業 名 補助対象経費 

補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が

異なる場合はそれぞれ表

示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計画変更 

申請要件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

 

５ 森林再生支援 

事業 

１ 森林再生支援事業 

林業事業体等が再造林又は下刈

りの取組拡大のために要する経費 

 

(1) 再造林の実施量増加に係る取

組み 

 

(2) 下刈りの実施量増加に係る取

組み 

 

4 月 1 日から

事業完了の日

又は3月 31日

まで 

 

森林経営計画又は特定間伐

等促進計画等に基づき、再造

林及び下刈りを実施する次

の事業者 

・ 森林組合等（森林組合、

生産森林組合及び森林組

合連合会） 

・ 特定非営利活動法人  

・ 民間事業者 

 

(1)147 千円/ha 以内 

 

(2)29 千円/ha 以内 

 

 

補助金額の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 

(第 9 条第 2

項第 1 号該

当） 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 31日の

いずれか早い

日 

 

 

２ 林業未経験者雇用支援事業 

林業未経験者の雇用・現場従事

に係る次の経費  

 

(1)雇用の募集や林業未経験者の

現場従事に要する経費 

 

(2)植栽･下刈り作業の従事初期に

おける割増経費 

 

林業未経験者を雇用し、再造

林や下刈りを実施する次の

事業者 
・ 森林組合等（森林組合、

生産森林組合及び森林組

合連合会） 

・ 特定非営利活動法人  

・ 民間事業者 

 

(1) 104,000 円/人以内 

 

(2) 

・植栽   4,000 円/人･日以内 

・下刈り  5,000 円/人･日以内 

 （上限各 40日/人） 



 

 

 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

６ 森林再生コーデ

ィネート事業 

 

球磨管内の造林未済地の状況を把握

し所有者に働きかけ、林業事業体へ情

報提供して効率的・効果的な再造林を

行うために必要な経費 

（１）コーディネーター報酬 

（２）旅費 

（３）消耗品費 

（４）通信運搬費 

（５）委託料 

（６）使用料及び賃借料 

（７）備品・資機材購入費 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3月 31

日まで 

球磨管内で市町村

が構成する、森林・

林業・木材産業の

活性化や森林整備

に取組む協議会 

定額補助（上限 2,500 千円/人） 補助金額の 30%を超え

る増減 

無 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１ヶ月を

経過した日又

は３月31日の

いずれか早い

日 



 

 

 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

７ 自伐林家等育成

対策事業（自伐林

家体制強化事業） 

 

① 技術の習得・安全衛生研修に係る

経費 

② 資機材の整備（レンタル経費を含

む。）ヘルメット、防振（防蜂）手

袋、なた、のこぎり、防護服、安全

靴、刈払機、チェンソー、ウインチ、

軽架線、チッパー、電気柵・土留柵

等構造物の資材、植林用自動穴掘機

械、林内通信器（LPＷA等）、携帯型

GPS 機器、林内作業車（500 万円未満

のもの）、苗木運搬機、任意傷害保

険、レンタル経費等（汎用性のある

物品等は対象外） 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3月 31

日まで 

森林所有者、地域

住民、自伐林家等

を含んだ地域の実

情に応じた３名以

上の者で組織する

将来にわたり地域

の林業経営を担う

団体、又は林業者

等の組織する団体

で知事が認めるも

の 

定額補助（1/2 以内） １ 事業内容の変更 

 

２ 補助金額の変更 

無 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１ヶ月を

経過した日又

は３月31日の

いずれか早い

日 



 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

８ シカ被害造林

地機能回復支援

事業 

 

１ シカ被害防止施設の機能回復事

業 

  過去に設置したシカ被害防止施

設 

 の復旧・補植に要する経費 

4月 1日

から事業

完了の日

又は 3月

31 日まで 

 

・森林組合 

・生産森林組合 

・森林組合連合会 

・施業実施協定締

結者 

・森林経営計画の

認定を受けた者 

・市町村との協定

締結者 

・森林所有者（市

町村、森林整備

法人等を除く） 

・「森林の間伐等

の実施の促進に

関する特別措置

法(平成 20年法

律第 32号)」に

規定する特定間

伐等促進計画に

登載された事業

実施主体 

定額補助 

①  点検 2,000 円/ha 以内 

②  復旧 

 ・シカネット全復旧 

  ・通常タイプ 773 円/m 以内 

  ・スカートタイプ 909 円/m 以内 

 ・シカネット一部復旧（ネットのみ） 

  ・通常タイプ 643 円/m 以内 

  ・スカートタイプ 778 円/m 以内 

・シカネット一部復旧（支柱のみ） 

  ・通常タイプ 542 円/m 以内 

  ・スカートタイプ 574 円/m 以内 

 

③ 補植 184 円/本以内 

・コンテナ苗 214 円/本以内 

・裸苗    148 円/本以内 

補助金額の増減 有 

（第 9条第

2項第 2号

該当） 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１ヶ月を

経過した日又

は３月 31 日

のいずれか早

い日 

２ シカ被害防止柵設置事業 

国庫補助事業を併用せずにシカ

被害防止ネットを設置する場合の

資材費 

定額補助 

・スカートタイプ：684 円/ｍ 

３ 剥皮被害防止資材（バークガー

ド）設置事業 

剥皮被害防止資材等の設置に係

る資材費 

 

 

設置本数に応じた定額補助（上限 316,000

円/ha） 

ただし、森林環境保全整備事業との併用の

場合は、上限 101,288 円/ha 

４ 剥皮被害防止資材（ヒノキ等枝

条）設置事業 

剥皮被害防止資材（ヒノキ等枝

条）の設置に要する経費 

 

 

設置本数に応じた定額補助（上限 198,000

円/ha） 



 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が

異なる場合はそれぞれ表

示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

 

 

 

 

 

９ 林業・異業種連 

携路網整備促進

事業 

１ 軟弱地盤対策事業 

林業専用道（規格相当）の林建連

携による開設に要する次の経費 

 

軟弱地盤で通常より厚く施工する

路盤工に要する経費 

 

4月1日から

事業完了の

日又は 3 月

31 日まで 

・森林組合 

・森林組合連合会 

・効率的かつ安定的な林業

経営や林業経営の継続性

の確保を目指す林業経営

体として、林野庁長官が定

める考え方に則って知事

が選定した林業経営体 

 

定額補助 

5,000 円/ｍ以内 

１ 路線の新設及び廃止 

２ 路線ごとの事業費の

30％を超える増減 

 

有 

（第9条第2

項第 2 号該

当） 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 31日の

いずれか早い

日 

 

２ 森林作業道整備推進事業 

次の条件を満たす森林作業道の林

建連携による開設又は改良に要する

経費 

①熊本県森林作業道作設指針に適合

するもの 

②森林経営計画に基づき森林環境保

全整備事業で整備するもの 

事業費の 100 分の 15 以内 有 

（第9条第2

項第 3 号該

当） 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

 

１０ 林木育種改良 

事業 

１ 山林種苗振興対策 

苗木生産者の育苗技術向上や後継者の確保、

さらに苗木の安定供給を図るため、熊本県樹苗

協同組合が組合員に対して行う、教育指導事業

に要する経費 

 

教育指導事業 

①育苗技術指導 

②経営指導 

③後継者育成 

④苗木需給調整 

 

4 月 1 日か

ら事業完了

の日又は 3

月 20 日ま

で 

 

 

熊本県樹苗協同組合 2分の 1以内 補助事業に要する経費

の配分の 30％を超える

増減 

有 

(第 9 条第 2

項第 1 号該

当） 

 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月 25日の

いずれか早い

日 

 

 

 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

１１ 森林サービス

産業創出推進事業 

令和２年７月豪雨からの復旧・復興プランに

沿って、森林サービス産業を創出するために実

施する基礎調査、プラン作成、実証、情報発信

等に必要な経費 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認日から

事業完了の

日又は３月

31日まで 

 

 

市町村、市町村等が参画する地

域協議会、商工会議所、観光関連

団体、地域商社、地域づくりに取

り組む団体等 

定額補助（上

限2,000千円) 

 

補助金額の増又は 30％

を超える減 

無 否 〔実績報告〕 

事業完了時 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は3月31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補助率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

森 

林 

整 

備 

課 

 

 

１２ くまもとの県

土を保全する林業

推進事業（林地保

全に配慮した林業

実践先導事業） 

1.車両系集材、架線系集材（スイングヤーダを 

除く）の両方の手法を採れる伐採現場におい 

て、架線系集材を用いて伐採作業を実施した 

場合のかかり増し経費 

 

2.架線系集材（スイングヤーダを除く）に必要 

な機材や人材（有資格者等）を有していない 

者が、新たに架線系集材を実施した場合の機 

材や人材の借り入れ等に係る経費 

4 月 1 日か

ら事業完了

の日又は 3

月 31 日ま

で 

1,2.林業労働力の確保に推進に 

関する法律（平成 8年法律 

第 45 号）第 5条に基づき熊 

本県知事の認定を受けてい 

る林業事業体 

 

1.定額補助 

 上限80万円 

※1箇所 

当たり 

2.定額補助 

 上限60万円 

 ※1箇所 

  当たり 

補助金額の変更 有 

(第 9 条第 2

項第 2 号該

当） 

要 〔実績報告〕 

事業完了日 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

の日から１か

月を経過した

日又は 3 月 31

日のいずれか

早い日 

 


